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１ 計画策定の目的及び背景 

（１） 計画策定の目的 

この第二種特定鳥獣管理計画は、県内に生息するイノシシを鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号。以下「法」という。）第７ 

条の２に基づく第二種特定鳥獣として、科学的かつ計画的な管理を実施することによ

り、イノシシの生息数を適正な水準に減少させるとともに、その行動域を適正な範囲

に抑制し、農林業被害の軽減及び生態系被害の防止を図ることを目的とする。生息域

拡大の抑制及び農林業被害の抑制を図ることを目的として、本計画を策定する。 

（２） 計画策定の背景 

イノシシ（亜種ニホンイノシシ）は、本州、四国、九州、淡路島に、亜種リュウキ

ュウイノシシは南西諸島に分布しているが、東北地方や北陸地方の多雪地帯では、明

治時代以降、漸次絶滅していた。その背景には、明治期以降の狩猟圧の高まりや土地

利用の拡大があると言われている。 

戦後、おそらく昭和 30～40 年代から増加・拡大傾向に転じたとみられ、その後、従

来の生息域へ大きく拡大を続けながら生息数を急激に増やし、西日本を中心とした各

地で甚大な農業被害を発生させるようになっている。本県の隣接県では、宮城県の南

部地域が、おもにイノシシの定着している地域とされている。 

本県においては、明治中期から末期に絶滅したとされており、平成 13 年３月に発行

した「いわてレッドデータブック」では、本県におけるイノシシのランクを「絶滅」

としている。（平成 26 年３月に発行した「いわてレッドデータブック」ではイノシシ

に関する記述は削除されている。） 

しかし、平成 23年 9月に一関市で１頭が有害捕獲されて以降、狩猟や有害捕獲によ

って捕獲される数が増えている。平成 26 年度までは一関市でのみ捕獲されていたが、

平成 27年度に奥州市で 3頭捕獲されている。 

また、平成 25 年 12 月には盛岡市に設置されたセンサーカメラにより、成獣 1 頭が

撮影され、平成 27年 2月には雫石町において、同じくセンサーカメラにより、複数頭

のイノシシが撮影されている。 

こうした状況から、本県においてイノシシの生息域は拡大し、生息数が増加してい

るとみられ、これに伴い、農業被害が発生し、平成 22 年度の一関市での被害が報告さ

れて以降、被害額は増加傾向にある。 

農業被害の発生地域は北上傾向を示しており、今後、更に被害地域が拡大すること

が懸念される。 

   このような背景を踏まえ、本県のイノシシについて、生息域の拡大を抑制し、適切

に管理を図っていく必要があるため、第二種特定鳥獣管理計画として本計画を策定す

るものである。 

２ 管理すべき鳥獣の種類 

イノシシ（イノブタを含む。） 

 

３ 計画の期間 
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平成〇年〇月〇日から平成 29年 3月 31日まで 

 

４ 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 

この計画は、対象地域を県内全域とする。（ただし、国指定鳥獣保護区（日出島、三貫

島）の地域を除く。）また、下記のとおり重点区域、警戒区域に区分する。地域区分を設

定し、各地域区分ごとの対策を推進する。 

なお、各地域区分内にも様々な生息状況が混在している場合があるので、画一的な運

用とならないよう各地域の生息状況や被害状況に応じた対策を講じるものとする。 

 〇 定着地域（3市町）                  【 地域区分 】 

   イノシシの捕獲実績がある区域 

   侵入防止柵等の被害防止対策を徹底するととも

に、捕獲を強化し、個体数の増加を抑制する。 

   奥州市、一関市、平泉町 

 ○ 侵入地域（16市町） 

 イノシシの捕獲実績はないが、被害や目撃の情

報がある区域またはその可能性が高い区域 

 出没や被害発生初期に重点的に捕獲を実施し、

生息域の拡大を抑制する。 

   盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、

遠野市、陸前高田市、釜石市、雫石町、紫波町、

矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、住田町、大槌町、

山田町 

 〇 警戒地域（14市町村） 

イノシシの生息や被害に関する情報がない区域 

生息域の拡大について、監視を強化し、新たに

生息域の拡大が認められた場合は、速やかに対処

する。 

  久慈市、二戸市、八幡平市、滝沢市、葛巻町、岩手町、岩泉町、田野畑村、普代村、

軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町 

生息状況 目標 重点対策 

定着地域 捕獲実績がある地域 被害の低減、個

体数増加抑制 

・侵入防止柵等による被害防止対策

の徹底 

・捕獲の強化による個体数増加抑制 

侵入地域 生息情報がある地域 生息域拡大抑制 ・初期段階の捕獲 

警戒地域 生息情報がない地域 侵入防止 ・監視強化、普及啓発 

 

 

 

田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

住田町

陸前高田市

大船渡市

一戸町

九戸村

軽米町

二戸市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

滝沢市

紫波町

岩手町

葛巻町

雫石町

八幡平市

矢巾町

盛岡市

平泉町

金ケ崎町

西和賀町
遠野市

一関市

奥州市

北上市

花巻市



3 

 

５ イノシシに関する現状 

（１） イノシシの生息状況 

ア 捕獲の状況 

イノシシは、一関市において、平成 23年 9月に初めて捕獲され、平成 23年度が 2

頭、平成 24 年度が 1 頭の捕獲となっていたが、平成 25 年度から捕獲数が急増し、

平成 26 年度は狩猟 15頭、有害鳥獣捕獲 32頭の計 47 頭が捕獲されている。 

 【 イノシシ捕獲数の推移（H22～H26） 】 

 H22 H23 H24 H25 H26 

狩猟 0 0 0 15 15 

有害捕獲 0 2 1 22 32 

計 0 0 0 37 47 

 

イ 生息域拡大の状況 

    捕獲については、平成 23 年度から平成 26 年度までは、一関市でのみの捕獲とな

っていたが、平成 27年度に奥州市で初めて捕獲された。 

    また、目撃情報については、平成 19 年 12 月に奥州市で初めて目撃されて以降、

北上傾向を示しており、平成 27年度においては、雫石町において設置したセンサー

カメラで複数等のイノシシが撮影されている。このほか、沿岸南部地域においても、

度々目撃されている。 

【図２ イノシシ目撃分布の推移】  

      H23目撃情報               H24～H27目撃情報 
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（２） イノシシの生息環境 

イノシシは、いわゆる雑草にあたるような草本やこれらの根・塊茎、昆虫やミミ

ズなどを食べて通年を過ごすが、秋に堅果類の実を食べることで栄養状態を高め、

越冬する。 

生後１歳半を超えるメスは、一般に晩秋から冬にかけて交尾し、翌年春に約４頭

～６頭出産する。 出産後早い時期に仔を失った個体の中には、再び発情し、再出産

する場合があるとされる。 

〈イノシシの食性〉植物食を主とした雑食性 

〔通年〕：草本類の地上部（牧草や雑草）、地下部（クズやタンポポの根茎、塊茎、い

も類などのデンプン質）及び動物質（土壌動物、水生甲殻類） 

〔初冬から初夏〕：タケノコ 〔秋期〕堅果類、カキその他放任果樹類 

（３） イノシシによる被害状況 

ア 農林業被害 

本県におけるイノシシによる農業被害は増加傾向を示している。平成 22 年度にお

ける一関市での被害を最初に、被害発生市町村数は増加傾向にあり、平成 26 年度ま

でに 5市町で被害の発生が報告されている。 

作物別では大部分が稲の被害であり、一部、飼料作物、いも類、野菜、果樹の被

害が発生している。 

形態としては、イノシシから作物を倒される、土を掘り返して根や根菜を食べら

れる、泥浴びにより圃場を荒らされるといったものがある。 

林業被害については、まだ被害の報告はないが、生息数の増加に伴い被害の発生

が懸念される。 

イ その他の被害 

本県においてイノシシの出没は農地等に限られ、まだ市街地への出没はなく、人

身被害の発生はない。 

また、自然の植生や生態系に対する影響について、現時点では被害の報告はない

ものの、今後、イノシシの生息域の拡大と生息数の増加が進めば、被害が発生し、

貴重な高山植物の消失や生態系のかく乱など、生物多様性に影響を及ぼすことが懸

念される。 

 【 農業被害の推移 】                     (単位：千円) 

 H22 H23 H24 H25 H26 

花巻市 0 0 0 0 11 

北上市 0 0 6 0 247 

奥州市 0 0 0 0 15 

平泉町 0 0 37 0 0 

一関市 672 1,070 2,085 2,509 472 

計 672 1,070 2,128 2,509 745 
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６ 管理の目標 

（１） 基本目標 

本県に生息するイノシシが、侵入防止柵等の設置や周辺環境の整備等により、農

地や集落周辺に侵入することを防止し、これらの地域を利用し生息数を増加させる

状況を可能な限り防ぐとともに、捕獲圧を加えることにより生息数の抑制を積極的

に捕獲を実施し、生息数の抑制を図り、被害の低減を図ることを基本目標とする。 

（２） 目標を達成するための基本的な考え方 

イノシシにとって自然環境におけるエサの条件は季節変動、年変動があって不安

定であるが、農作物は安定的な栄養源となると考えられる。このため、被害が発生

する農地及びその周辺の農地において、捕獲圧を高めることによる個体数低減と生

息域の縮小を拡大防止を図るとともに、侵入防止柵等の設置や農地周辺の藪の刈払

い等電気柵等による被害防除を徹底し、イノシシが住みにくい環境の整備が必要で

ある。 

また、継続的なモニタリング調査を実施し、今まで講じてきた対策の効果の検証

を行い、次の対策に反映させることが必要である。 

 

７ 個体数の調整に関する事項 

（１） 個体数調整及び生息域拡大防止の考え方 

    イノシシの生息域は拡大傾向にあり、更に捕獲圧を高める必要がある。 

    個体数調整については、全県において積極的に実施することとし、特に警戒区域

において生息が確認された生息域が拡大することが予想される場合は、速やかに対

処し、積極的に捕獲等を実施し、生息域の拡大防止に努めるものとする。 

    また、市町村における有害鳥獣捕獲については、被害が発生していない地域であ

っても、予察捕獲（被害を未然に防止するために実施する有害捕獲）を推進する。 

（２） 個体数管理の方法 

  ア 狩猟による捕獲の推進 

    本県では、イノシシが生息していなかったため、狩猟によりイノシシを捕獲する

習慣はない。 

    県・市町村による個体数管理と併せて、常に捕獲圧を高めるために、一般の狩猟

による捕獲を推進する。 

    狩猟によるイノシシの捕獲数が少ないことから、規制緩和等の措置は講じないが、

捕獲状況に応じ、今後、イノシシの狩猟期間の延長について検討することとする。 

イ 休猟区等の見直し 

休猟区や鳥獣保護区等がイノシシ捕獲の妨げとならないよう、地域の意見等を聴

きながら、必要に応じて見直しを進める。 

ウ 有害鳥獣捕獲及び個体数調整の推進 

     重点区域においては、市町村による有害鳥獣捕獲を積極的に実施し、生息密度が

低い北部地域については、生息域の広域化を防止するため、県による個体数調整を

実施する。 
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   エ 農地周辺のイノシシの定着防止 

     農地周辺に定着したイノシシによる継続した農業被害が発生している地域におい

ては、農業被害の軽減に向けて、農地周辺での有害鳥獣捕獲を優先的に実施する。 

なお、農地周辺では、人身事故を防止することを優先し箱わなの使用を推進する。

箱わなを使用する際には、ツキノワグマの錯誤捕獲防止のため、脱出口付き箱わな

の使用を推進する。 

     また、夏季は周辺にエサが豊富にあり、箱わなによる捕獲効率が低下することか

ら、捕獲効率の高いくくりわなの使用が必要となるが、周辺の安全や錯誤捕獲につ

いて、十分に検討のうえ、使用することとする。 

オ 地域ぐるみの捕獲体制の整備 

     農地周辺においてわなを使用した捕獲には、こまめな見回り等が必要であり、狩

猟者や農家等地域住民が一体となった捕獲活動が欠かせないことから、地域ぐるみ

の捕獲体制の整備を推進する。 

カ 捕獲の担い手の確保・育成 

     狩猟者の減少や高齢化は、野生鳥獣の管理の円滑な実施に支障をきたすおそれが

あることから、狩猟者の確保に向けて狩猟に対する県民の関心の喚起や狩猟免許を

取得しやすい環境整備等の取組を推進するとともに、狩猟免許取得後の技術向上に

向けて講習会を開催する等関係機関等と連携を図りながら、狩猟者の確保・育成を

推進する。 

    また、鳥獣被害防止対策実施隊の設置を推進し、有害鳥獣捕獲の実施体制の整備

を図る。 

 

（３） 第二種特定鳥獣の数の調整に関する事項 

    指定管理鳥獣捕獲等事業により実施することとし、詳細は別に定める「岩手県イ

ノシシ捕獲等事業実施計画」に基づき実施する。 

（４） 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関する事項 

  ア 指定管理鳥獣捕獲等事業の目的 

    イノシシの生息数の増加や生息域の拡大により、農業被害が発生していることを

踏まえ、捕獲の強化による農業被害の早急な軽減と生息域の拡大の防止を目的とし

て実施する。 

  イ 実施期間 

    平成 28年○月○日～平成 29年 3月 31日 

  ウ 実施区域 

    岩手県全域 

  エ 事業の目標 

指定管理鳥獣捕獲等の目標については、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に基づ

く捕獲等の効果等を検証・評価できるよう、過去の捕獲実績、個体数推定及びそれ

を基にした可能な限りの将来予測等に基づき定めるものとする。 
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  オ 実施方法及び実施結果の把握並びに評価 

   ①実施方法 

    認定鳥獣捕獲等事業者等に委託 

   ②実施結果の把握並びに評価 

    毎年度、捕獲実績、生息分布調査等によるモニタリング調査を実施 

  カ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施者 

    岩手県 

 

８ 被害防除対策 

（１） 侵入防止柵の設置の推進 

    農業被害の低減を図るためには、個体数管理だけでは困難なことから、侵入防止

柵設置を中心とした被害防除対策を推進する。 

    なお、設置された侵入防止柵等の破損個所からイノシシが侵入することから、適

切な維持管理に努めるとともに、侵入防止柵の設置にあたっては、維持管理のしや

すさを考慮するものとする。 

    また、侵入防止柵は、シカやツキノワグマ対策にも効果的であることから、イノ

シシの特性や地域の実情をよく理解したうえで、それらへの対策も考慮のうえ設置

するものとする。 

（２） 地域ぐるみの被害防止体制の整備 

    効果的かつ継続的に被害防除対策を行うためには、地域住民からの生息情報や被

害情報の収集、面的な侵入防止柵の設置、侵入防止柵設置後の継続的な維持管理等、

地域が一体となった取組が重要であることから、地域ぐるみの被害防止体制の整備

を促進する。 

 

９ 生息環境管理 

    鳥獣が生息する山林と農地との間に鳥獣が身を隠すことができない見通しの良い緩

衝帯を設置する等、人と鳥獣の棲み分けを進めることが重要であることから、イノシ

シの隠れ家等となる耕作放棄地や農地に隣接したやぶの刈払いを推進する。 

 

10 モニタリング調査 

管理計画の不確実性を補い、科学的かつ計画的な管理施策を推進するため、生息状

況や被害状況、生息数等について、モニタリング調査を継続的に実施する。 

モニタリング調査の結果をもとに管理対策の評価を行うとともに、管理計画に反映

（フィードバック）させる。 
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【 モニタリングの内容 】 

項 目 内 容 

① 捕獲情報の収集 狩猟及び有害捕獲の捕獲報告票から捕獲数、捕獲場所、

目撃効率、捕獲効率を把握することにより、個体数の増

減、分布状況の指標とする。等の基礎データを収集する。 

② 目撃情報の収集 目撃情報を収集することにより、分布状況の動向を把

握する。指標とする。 

③ 被害状況等の把握 農林業被害状況及び被害防除対策の実施状況等を把握

する。 

④ 対策の検証 個体数調整や防除対策の効果を検証し、次の対策に反

映させる。 

⑤ 個体数推定手法の

検討 

調査が難しいイノシシについて、先進研究事例等を参

考に、個体数の推定手法を検討する 

 

11 計画の実施体制及び普及啓発等 

管理計画の目的を達成するため地域住民の理解と協力を得ながら、県、市町村及び

関係団体等の密接な連携のもとに、個体数管理、被害防除対策及び生息環境管理等の

管理施策の実施に取り組む。 

（１） 各機関・団体等の果たす役割 

ア 県 

 県は、管理計画の作成及び見直し、狩猟の促進など各種管理施策の実施やモニ

タリング、個体数推定手法等の調査研究を行うとともに、実施結果の取りまとめ

や分析を行う。 

 また、イノシシの生態や被害防除方法等について情報収集し、市町村や農林業

関係団体等に提供する。 

イ 市町村 

 市町村は、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成し、地域の状況に

応じた有害捕獲や防護網侵入防止柵設置等の被害防除対策及び生息環境管理を

関係団体と連携のうえ、総合的に実施する。なお、効果的かつ効率的な被害防止

対策のため、被害発生地及び被害状況等の把握に努める。 

また、地域が一体となった被害防止対策を推進するため、地域住民や県関係部

局と連携し、体制づくりに取り組む。 

ウ 狩猟者団体  

 個体数管理に重要な役割を担う狩猟者団体は、管理計画に沿った狩猟捕獲の推

進に努めるとともに、効果的な有害捕獲の実施について市町村等を支援する。 

 また、県が行う捕獲・生息状況及び捕獲個体調査等のモニタリングに協力する。 

エ イノシシ管理検討委員会 

 学識経験者、行政機関及び関係団体等で構成するイノシシ管理検討委員会は、
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管理計画の作成及び見直し並びに各種管理施策について、必要な検討及び助言を

行う。また、県が行うモニタリング結果の評価・分析を行う。 

  オ 大学・民間団体等 

    大学や民間団体等は、イノシシ被害防止や新技術による捕獲の実証など、県が

行う捕獲・生息状況の分析等に対し助言を行う。 

（２） 普及啓発 

管理計画を適切に推進するためには、本計画の内容について広く県民に周知を

図る必要がある。特に、イノシシの分布が拡大している地域において農林業被害

の発生を予防するためには、イノシシの生態や効果的な防除方法、耕作放棄地等

の生息環境管理についての普及啓発が重要である。 

このため、県、市町村及び関係団体等が連携し、研修会の開催や各種広報媒体

等の活用を通じて普及啓発に努める。 

（３） 人材の確保育成 

狩猟や有害捕獲といった個体数管理の重要な担い手である狩猟者が減少・高齢

化していることから、県、市町村及び狩猟者団体が連携を図りながらその確保・

育成に努める。 

また、地域ぐるみの被害防止対策を効果的に行うため、鳥獣の生態や被害防止

技術を理解し、的確な対策を実践・指導できる地域リーダーの確保・育成に努め

る。 
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